
「データヘルス計画」について 
 
 
 
 

厚生労働省保険局保険課 

20000020
抜粋

20002165
参考資料１



特定健診結果 レセプト情報 電子データ 

保険者 

加入者の健康・医療情報を電子的に保有 

レセプト ：約92％ 
健診結果：約70％ (健保組合) 
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→ データ分析に基づく保健事業 （データヘルス） が可能に 

保険者の一部で、データ分析を活用した先駆的な保健事業を実施 
しかし、全体的な普及には至っていない。 

加入者の健康課題の分析 

医療情報・健康情報の電子化 

電子データ 
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「データヘルス計画」の推進に関する政府の方針 

 

○日本再興戦略：（平成２５年６月１４日閣議決定） 

 健康保険法等に基づく厚生労働大臣指針（告示）を今年度中に改正し、全ての健
康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増
進のための事業計画として「データヘルス計画（仮称）」の作成・公表、事業実施、
評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。 

 

○健康・医療戦略：（平成２５年６月１４日関係大臣申合せ） 

 保険者によるレセプト等データの分析・利用が全国展開されるよう国による支援
や指導を行うことを検討する。具体的には、①加入者の健康づくりや予防活動の促
進が保険者の本来業務であることを周知、②医療費分析システム利用を促進する
とともに、医療費分析に基づく事業に関して国が定める指針の内容を充実させる等
により、保険者の取組を促進する。被用者保険に関しては、「健康保険法に基づく
保健事業の実施等に関する指針」を今年度中に改訂し、平成26年度中には、全て

の健康保険組合に対しレセプト等のデータの分析、それに基づく事業計画「データ
ヘルス計画（仮称）」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求める。 
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「データヘルス計画」とは 

Plan（計画） 

・データ分析に基づく保健事業の立案 
 (費用対効果を追求した事業内容) 

Do（実施） 

・保健事業の実施 
 ○ 特定健診・特定保健指導 
 ○ その他の健診・保健指導等 
 (例) -  加入者に対する全般的・個別的な情報提供 
     -  重症化予防 

Check（評価） 

・データ分析に基づく効果測定・評価 

Act（改善） 

・次サイクルに向けて修正 

「データヘルス計画」 
レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく 

効率的・効果的な保健事業をＰＤＣＡサイクルで実施するための事業計画 

※当面は被用者保険者の事業計画について用いるが、市町村国保でも同様の取組を行うこととされている。 4 
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「データヘルス計画」の特徴 

 

１．レセプト・特定健診データの活用による 

  ① 組合や事業所における全体的な健康状況・受診状況・ 

    医療費状況の把握 

  ② 保健事業の効果が高い対象者の抽出 
 

 

２．身の丈に応じた事業範囲 

  ① 加入者に対する全般的・個別的な情報提供 

  ② 重症化予防 
 

 

３．コラボヘルス （事業主との協働） 
 

 

４．外部専門事業者の活用 
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～被用者保険者の持つ強みや特性を踏まえた展開～ 
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
事
例
集 

作
成 

「
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
保
健
事
業
の
実
施
等

に
関
す
る
指
針
」の
改
定 

全ての健保組合で 
「データヘルス計画」 
の作成に着手 

モデル的「データ 
ヘルス計画」作成 

事例集及びモデル的データ 
ヘルス計画を参考に作成 

普及・指導事業 

「データヘルス計画」の実施 
（第１期の終期は平成29年度） 

「データヘルス計画」の実施スケジュール 

（実証事業その他実施準備） 

（平
成
30
年
度
以
降
は
５
年
サ
イ
ク
ル
） 

「データヘルス計画」の実施 
（第１期の終期は平成29年度） 
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